
■

色ζ姶良市

ごみ分別

・　
　
　
　
・
　
　
　
一
　
一
　
　
　
一

一
　
　
　
　
一
　
　
　
　
一

混ぜればごみ。 雖1 分ければ資源。
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市指定ごみ袋 (大)に入らない大型ごみが粗大ごみです。市指定のごみ袋に入るも

のは粗大ごみではありません。

粗大ごみは、自治会ごとに収集日を決めて収集しますので、自治会等で決められた

場所、決められた日時に排出してください。

直接搬入もできます

※粗大ごみは、市が指定する場所に直接搬入することもできます。なお、粗大ごみの

直接搬入を利用する際は、搬入届出書により、事前に市役所に届け出る必要があり

ますので、毎年配布する生活カレンダーに掲載されている利用案内をご確認される

か市役所にお問い合わせください。

■ガラスの付属品は
外しましょう
電子レンジの扉やガスコンロのグリル部

分、ストーブの中芯等、ガラスの付属品は

外せる場合は、不燃ごみ 【赤袋】として排

出してください。

ストーブ類の排出方ミ土′」|ヽ
に注意
ス トーブ類等の燃料を使用するものは、

燃料を抜いてから排出してください。

■解体しなくても大丈夫
スプリング入りのソフアーやベッド、マ

ットレス、座椅子などは解体せずに排出で

きます。
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■ 剪定木は枝や葉を取り
除いてから
直径が 10 cm以上の剪定木は、枝や葉を

取り除き lm以内に切断してから排出して
ください。

■粗大ごみではありません。
指定ごみ袋に入る大きさのものは、粗大

ごみではありませんので、粗大ごみ収集の

際には排出できません。

■l粗大ごみとして排出できない

■木材や角
に切断して
直径 10 cm以 上の木材や

内に切断してから排出し

市指定ごみ袋 【黄袋】に入る可燃ごみ

市指定ごみ袋 【赤袋】に入る不燃ごみ

分別収集する資源物

通常の収集日。収集場所に排出できます。

※資源物及び不燃ごみ 【赤袋】は、リサイ

クルセンターや資源物集荷所に直接持ち込

むこともできます。

農機具類、消火器、たたみ、タイヤ
バッテリー、バイク(5 0ccを超えるもの)
太陽熱温水器、電気温水器、ボイラー

モーター・ポンプ類

ガスボンベ (カ セットコンロ用除く)
ピアノ、 エレクトーン

専門業者や販売店に搬出 (有料)

家電リサイクル法対象品

テレビ、エアコン (室外機含む)、 洗濯機、

衣類乾燥機、冷蔵庫、冷凍庫

専門業者や販売店に搬出 (有料)

リサイクル法対象品

パソコン (ディスプレイ含む)
メーカーに回収依頼 (有料)

産業系廃棄物 (建築廃材等)[注 1]
農薬、薬品類、

農業用ビニールシート、

灯油・ガソリン等の石油類

大量の瓦・ブロック・レンガ

石綿廃棄物 (ス レー ト・ボード等)

専門業者・産廃処理業者に搬出 (有料)

[注 1]事業活動で生じた廃棄物です。

法令により事業者で自己処理または

処理業者に委託となります。

-47-

:議.:|:華 ||||1驚鷲|11111筆 1難

一颯
鰈

輔
摯， 一一̈一一一一摯響

，
金

籍 苺
'‐

‐.I

臓醸ロ 墨堅|


